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「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド自動けいぞく投資約款」の新旧対照表 
（下線部は変更部分） 

旧 新 

第 3条 申込者は、マネー・マーケット・ファンドの買付

けにあてるため、 1 回の払込みにつき下記の各サブ・

ファンド（以下「ファンド」といいます。）ごとに次に

定める金額以上の金銭（以下「払込金」といいます。）

を外貨またはその円貨相当額で、その口座に払い込む

ことができます。 

（1） ＵＳドル・ポートフォリオ 

１０ 米ドル 

（2）オーストラリア・ドル・ポートフォリオ  

１０ 豪ドル 

（3）カナダ・ドル・ポ－トフォリオ            

１０ カナダ・ドル 

（4）ニュージーランド・ドル・ポ－トフォリオ    

１０ ニュージーランド・ドル 

2 前項の規定にかかわらず、申込者が、有価証券、その

他当社において取り扱う証券、証書、権利または商品

の利金、償還金、売却代金または解約代金のうち、当

社において外貨で支払われるものでの取得について

は、ファンドごとに次に定める金額以上といたします。 

（1）ＵＳドル・ポートフォリオ               

０．０１米ドル 

（2）オーストラリア・ドル・ポートフォリオ    

０．０１豪ドル 

（3）カナダ・ドル・ポ－トフォリオ             

０．０１ カナダ・ドル 

（4）ニュージーランド・ドル・ポ－トフォリオ     

０．０１ ニュージーランド ・ド ル 

ただし、一旦、出金した場合はこの取扱いの対象とい

たしません。 

（そ の 他） 

第 11 条 US ドル・ポートフォリオの「営業日」とは、ロ

ンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営

業日ならびに日本の金融商品取引業者および銀行の営

業日をいいます。 

オーストラリア・ドル・ポートフォリオの「営業日」

とは、ロンドン、シドニー、ニューヨークおよびルク

センブルグの銀行営業日ならびに日本の金融商品取引

業者および銀行の営業日をいいます。 

カナダ・ドル・ポートフォリオの「営業日」とは、ロ

ンドン、トロント、ニューヨークおよびルクセンブル

グの銀行営業日ならびに日本の金融商品取引業者およ

び銀行の営業日をいいます。 

ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの「営業日」

とは、ロンドン、ウェリントン、オークランド、ニュ

ーヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならび

に日本の金融商品取引業者および銀行の営業日をい

います。 

第 3条 申込者は、マネー・マーケット・ファンドの買付

けにあてるため、 1回の払込みにつき下記の各サブ・

ファンド（以下「ファンド」といいます。）ごとに次に

定める金額以上の金銭（以下「払込金」といいます。）

を外貨またはその円貨相当額で、その口座に払い込む

ことができます。 

（1） ＵＳドル・ポートフォリオ 

１０ 米ドル 

（2）オーストラリア・ドル・ポートフォリオ  

１０ 豪ドル 

(削除) 

（3）ニュージーランド・ドル・ポ－トフォリオ    

１０ ニュージーランド・ドル 

 

2 前項の規定にかかわらず、申込者が、有価証券、その

他当社において取り扱う証券、証書、権利または商品

の利金、償還金、売却代金または解約代金のうち、当

社において外貨で支払われるものでの取得について

は、ファンドごとに次に定める金額以上といたします。 

（1）ＵＳドル・ポートフォリオ               

０．０１米ドル 

（2）オーストラリア・ドル・ポートフォリオ    

０．０１豪ドル 

(削除) 

（3）ニュージーランド・ドル・ポ－トフォリオ     

０．０１ ニュージーランド ・ド ル 

ただし、一旦、出金した場合はこの取扱いの対象とい

たしません。 

 

（そ の 他） 

第 11条 USドル・ポートフォリオの「営業日」とは、ロ

ンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営

業日ならびに日本の金融商品取引業者および銀行の営

業日をいいます。 

オーストラリア・ドル・ポートフォリオの「営業日」

とは、ロンドン、シドニー、ニューヨークおよびルク

センブルグの銀行営業日ならびに日本の金融商品取引

業者および銀行の営業日をいいます。 

 

(削除) 

 

 

ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの「営業日」

とは、ロンドン、ウェリントン、オークランド、ニュ

ーヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならび

に日本の金融商品取引業者および銀行の営業日をい

います。 

（2020.05改） 

 


